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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の通信相手と通信中に第２の通信相手から着信があった場合に通信回線から送出さ
れる発信者ＩＤ情報を受信する機能を備えた通信装置であって、
　前記通信回線からの情報受信端末起動信号を検出する起動信号検出手段と、
　前記通信回線から送られてくる発信者ＩＤ情報を識別する識別手段と、
　前記通信回線からの呼出信号を検出する呼出信号検出手段と、
　前記識別手段により識別した前記第２の通信相手の発信者ＩＤ情報に基づいて、前記第
２の通信相手からの着信が着信拒否の対象か否かを判定する判定手段と、
　前記第１の通信相手との通信中に前記識別手段により識別した前記第２の通信相手の発
信者ＩＤ情報に基づき前記判定手段が前記第２の通信相手からの着信が着信拒否の対象で
あると判定し、且つ、前記第１の通信相手との通信終了後に、前記起動信号検出手段によ
り情報受信端末起動信号を受信せずに、前記呼出信号検出手段により呼出信号を検出した
場合に、少なくとも該呼出信号に対するオペレータによる応答操作を受け付けないように
して、前記第１の通信相手との通信終了後に検出された呼出信号に関する着信を拒否する
着信拒否手段と、
　を有することを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記第１の通信相手との通信終了後に、前記呼出信号検出手段により呼出信号を検出す
る前に、前記起動信号検出手段により情報受信端末起動信号を受信した場合は、前記識別
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手段による発信者ＩＤ情報の識別処理を行うことを特徴とする請求項１に記載の通信装置
。
【請求項３】
　時間を計測する計時手段を有し、
　前記第１の通信相手との通信中に前記識別手段により識別した前記第２の通信相手の発
信者ＩＤ情報に基づき前記判定手段により前記第２の通信相手からの着信が着信拒否の対
象であると判定された場合に、前記第１の通信相手との通信終了に応答して前記計時手段
により時間計測を開始し、前記計時手段による計測時間が一定の時間を経過する前に、前
記情報受信端末起動信号を検出せずに前記呼出信号を検出したときは、前記着信拒否手段
により着信拒否動作を実行することを特徴とする請求項１記載の通信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、通信装置に関し、特に、第１の通信相手と通信中に第２の通信相手から着信
があった場合に通信回線側から発信者ＩＤ情報が通知される、いわゆるキャッチホンディ
スプレイ回線に接続され、この発信者ＩＤ情報を受信する機能を有する通信装置に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
従来、待機状態において通信相手からの着信時に回線から発信者ＩＤ情報が通知される、
いわゆるナンバーディスプレイ回線に接続され、待機状態における第１の通信相手からの
着信時に回線から通知される発信者ＩＤ情報を受信し、この発信者ＩＤ情報が、予め登録
しておいた着信拒否相手の発信者ＩＤ情報と一致する場合に、回線を捕捉し、着信拒否の
旨の通知をし、回線を開放する通信装置があった。
【０００３】
また、別の通信装置としては、待機状態における第１の通信相手からの着信時に回線から
通知される発信者ＩＤ情報を受信し、この発信者ＩＤ情報が、予め登録しておいた着信拒
否相手の発信者ＩＤ情報と一致する場合に、オペレータによる回線捕捉操作を受け付けて
も回線を捕捉しない通信装置があった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来例では、第１の通信相手と通信中に第２の通信相手から着信があ
ると通信回線側から発信者ＩＤ情報が通知される、いわゆるキャッチホンディスプレイ回
線に接続された場合に、第１の通信相手との通信中に着信拒否相手から着信があり、前記
第１の通信相手との通信が終了するまで前記着信拒否相手が呼出を継続していると、発信
者ＩＤ情報の通知なしに前記着信拒否相手からの呼出信号が到来するため、着信拒否相手
に対して着信拒否動作をすることができないという欠点があった。
【０００５】
　本発明は、上述した点に鑑みなされたものであり、第１の通信相手との通信中に着信拒
否相手から着信があり、第１の通信相手との通信が終了するまで前記着信拒否相手が呼出
を継続していた場合に、発信者ＩＤ情報の通知なしに前記着信拒否相手からの呼出信号が
到来しても、着信拒否相手に対して着信拒否動作をすることを可能にすることを目的とす
る。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、請求項１記載の発明は、第１の通信相手と通信中に第２の通
信相手から着信があった場合に通信回線から送出される発信者ＩＤ情報を受信する機能を
備えた通信装置であって、前記通信回線からの情報受信端末起動信号を検出する起動信号
検出手段と、前記通信回線から送られてくる発信者ＩＤ情報を識別する識別手段と、前記
通信回線からの呼出信号を検出する呼出信号検出手段と、前記識別手段により識別した前
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記第２の通信相手の発信者ＩＤ情報に基づいて、前記第２の通信相手からの着信が着信拒
否の対象か否かを判定する判定手段と、前記第１の通信相手との通信中に前記識別手段に
より識別した前記第２の通信相手の発信者ＩＤ情報に基づき前記判定手段が前記第２の通
信相手からの着信が着信拒否の対象であると判定し、且つ、前記第１の通信相手との通信
終了後に、前記起動信号検出手段により情報受信端末起動信号を受信せずに、前記呼出信
号検出手段により呼出信号を検出した場合に、少なくとも該呼出信号に対するオペレータ
による応答操作を受け付けないようにして、前記第１の通信相手との通信終了後に検出さ
れた呼出信号に関する着信を拒否する着信拒否手段と、を有することを特徴とする。
【０００９】
　上記目的を達成するため、請求項２記載の発明は、前記第１の通信相手との通信終了後
に、前記呼出信号検出手段により呼出信号を検出する前に、前記起動信号検出手段により
情報受信端末起動信号を受信した場合は、前記識別手段による発信者ＩＤ情報の識別処理
を行うことを特徴とする。
【００１０】
　上記目的を達成するため、請求項３記載の発明は、時間を計測する計時手段を有し、前
記第１の通信相手との通信中に前記識別手段により識別した前記第２の通信相手の発信者
ＩＤ情報に基づき前記判定手段により前記第２の通信相手からの着信が着信拒否の対象で
あると判定された場合に、前記第１の通信相手との通信終了に応答して前記計時手段によ
り時間計測を開始し、前記計時手段による計測時間が一定の時間を経過する前に、前記情
報受信端末起動信号を検出せずに前記呼出信号を検出したときは、前記着信拒否手段によ
り着信拒否動作を実行することを特徴とする。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００２１】
図１は本発明の実施の形態に係るファクシミリ装置の構成を示すブロック図である。本発
明の実施の形態に係るファクシミリ装置１００は、ＣＰＵ１０１（着信拒否判定手段、着
信拒否手段、計時手段）、ＲＯＭ１０２、ＲＡＭ１０３、プリンタ画像処理部１０４、カ
ラープリンタ１０５、オペレーションパネル１０６、スキャナインターフェイス１０７、
ＮＣＵ（Network Control Unit）１０８（検出手段）、クロスポイントスイッチ１０９（
応答手段）、ＦＡＸモデム１１０（受信手段）、ハンドセット１１１、スピーカ１１２、
マイク１１３、ＳＲＡＭ１１４を備えている。図中２００はハンドスキャナ、９００は通
信回線である。
【００２２】
上記構成を詳述すると、ＣＰＵ１０１は、ファクシミリ装置全体を制御する中央処理装置
であり、プログラムに基づき後述の図５～図６（Ｎ．Ｄ．（ナンバーディスプレイ）処理
）、図７～図９（Ｃ．Ｄ．（キャッチホンディスプレイ）処理）、図１０（電話帳登録処
理）のフローチャートに示す処理を実行する。ＲＯＭ１０２は、通信や印刷の制御を行う
プログラムを格納した読み出し専用メモリである。ＲＡＭ１０３は、ＣＰＵ１０１のワー
クエリアや一時記憶エリアとして使用されるメモリである。ＳＲＡＭ１１４は、ファクシ
ミリ装置の電源ＯＦＦ時にデータ内容を保持可能な不揮発性メモリであり、後述の図４に
示す電話帳データを格納する。
【００２３】
プリンタ画像処理部１０４は、カラープリンタ１０５の解像度（例えば３６０ｄｐｉ）に
変換する処理を行い、印刷データをカラープリンタ１０５に送信する。
【００２４】
カラープリンタ１０５は、プリンタ画像処理部１０４から受信したファクシミリ画像やコ
ピー画像を印刷し出力する機能を有する。オペレーションパネル１０６は、ダイヤル操作
を行ったり各種設定を行ったりするキー入力部と、各種データを表示する液晶表示部から
構成されている。スキャナインターフェイス１０７は、ファクシミリ装置１００にハンド
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スキャナ２００を装着するためのコネクタと、データ送受信レジスタから構成されている
。
【００２５】
クロスポイントスイッチ１０９は、ＣＰＵ１０１の制御によってアナログ信号経路の接続
切り替えを行う。ＦＡＸモデム１１０は、ＦＡＸ信号を受信する機能や、ハンドスキャナ
２００で読み取った画像をアナログ信号に変調する機能を有する。ハンドセット１１１は
、通話に使用する。スピーカ１１２は、音声を出力する。マイク１１３は、音声入力に使
用する。ＮＣＵ１０８は、通信回線インターフェイスであり、ＣＩ（呼出信号）／ＣＡＲ
（情報受信端末起動信号）検出回路を備えている。
【００２６】
図２は本発明の実施の形態に係るハンドスキャナ２００のハード構成を示すブロック図で
ある。本発明の実施の形態に係るハンドスキャナ２００は、ＣＰＵ２０１、ＣＩＳ（Cont
act Image Sensor）２０２、画像処理部２０３、ＲＯＭ２０４、ＲＡＭ２０５、オペレー
ションパネル２０６、本体インターフェイス２０７を備えている。
【００２７】
上記構成を詳述すると、ＣＰＵ２０１は、ミドルウェアによってデジタル画像データをＪ
ＰＥＧ（Joint Photographic Expert Group）圧縮／伸長する機能を有する。ＲＯＭ２０
４は、画像読み取り制御、画像圧縮制御プログラムを格納する読み出し専用メモリである
。ＲＡＭ２０５は、読み取った画像を格納するメモリであり、ＣＰＵ２０１のワークエリ
アとしても使用する。本体インターフェイス２０７は、本体（ファクシミリ装置１００）
と接続するためのコネクタから構成されている。オペレーションパネル２０６は、各種設
定を行ったりするキー入力部と、各種状態を表示する表示部から構成されている。
【００２８】
ＣＩＳ２０２は、画像を読み取るためのＣＩＳイメージセンサであり、赤（Ｒ）、緑（Ｇ
）、青（Ｂ）のＬＥＤアレイを内蔵している。ＣＩＳ２０２に読み取りタイミング信号が
入力されると、タイミング信号に同期してビデオ信号が出力される。画像処理部２０３は
、ＣＩＳ２０２が出力するビデオ信号をＡ／Ｄ変換した上で、シェーディング補正、輝度
／濃度のガンマ変換を行ってデジタル多値／２値データに変換する。デジタルデータに変
換された画像データは、ＲＡＭ２０５に格納され、その後、必要に応じて無線回線または
本体インターフェイス２０７を介してファクシミリ装置１００に送信される。
【００２９】
図３は本発明の実施の形態に係るファクシミリ装置のオペレーションパネル３０１（上記
図１の１０６に相当）のハード構成を示すブロック図である。本発明の実施の形態に係る
ファクシミリ装置のオペレーションパネル３０１は、オペレーションパネルＧＡ３０２、
ＬＣＤドライバＩＣ３０３、ＬＣＤ表示装置３０４、ＬＣＤ照明ＬＥＤ３０５、操作部３
０６を備えている。
【００３０】
上記構成を詳述すると、オペレーションパネルＧＡ３０２は、オペレーションパネル３０
１を主に制御するＧＡであり、本体システムとは別の構成となっており、本体システムに
対しシリアル通信と複数のポートで接続されている。オペレーションパネルＧＡ３０２の
出力ポートの状態を見ることで、本体システムからオペレーションパネル３０１のＢＵＳ
Ｙ状態を監視することができ、ＢＵＳＹ状態でない場合に、シリアル通信を使って本体シ
ステムからオペレーションパネル３０１へＬＣＤの制御コードとＬＣＤ表示キャラクタを
送信することができる。
【００３１】
ＬＣＤドライバＩＣ３０３は、オペレーションパネルＧＡ３０２からの制御によって、Ｌ
ＣＤ表示装置３０４のドライブを行う機能を有する。ＬＣＤ照明ＬＥＤ３０５は、ＬＣＤ
表示装置３０４の表示面を照明する機能を有する。ＬＣＤ照明ＬＥＤ３０５のＬＥＤは３
色の構成となっており、赤・緑・青のそれぞれのＬＥＤを個別に本体からの制御により個
別に点灯と消灯を行うことができる。操作部３０６は、本発明の実施の形態のファクシミ
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リ装置においてユーザ操作によるキー入力を検出する機能を有する。
【００３２】
図４は本発明の実施の形態に係るファクシミリ装置における電話帳メモリのデータ構造を
示す説明図である。４０１は、１宛先あたりのメモリの内容を示しており、相手電話番号
、相手名称、音声ダイヤルタグ、バックライト色を登録内容として、本体システムのＳＲ
ＡＭ１１４に格納するための構造体の内容を示している。４０２は、ＳＲＡＭ１１４に実
際に電話帳データを格納した場合の概念を示している。
【００３３】
例えば電話帳メモリに１００件登録できるものとすれば、登録Ｎｏ．１のメモリには、相
手番号として、電話番号の番号データ、相手名称として、名前のアスキーコード、音声認
識ダイヤルを行う際の音声ダイヤルタグとして、別メモリに格納されている音声ダイヤル
データの格納番号が登録される。また、登録１宛先当たりの色として、青、赤、緑の３色
を任意の組み合わせを設定することが可能である。青が登録されている場合はメモリのバ
ックライト色値として０１Ｈ、赤は０２Ｈ、緑は０４Ｈとすれば、青＋緑の混合色は０１
Ｈ＋０４Ｈ＝０５Ｈとしてメモリへ格納する。
【００３４】
次に、上記の如く構成された本発明の実施の形態に係るファクシミリ装置における動作を
上記図１～図４並びに図５～図１０を参照しながら詳細に説明する。
【００３５】
図５～図６はＮ．Ｄ．（ナンバーディスプレイ：待機状態において通信相手からの着信時
に回線から発信者ＩＤ情報が通知される）処理を示すフローチャートである。本ファクシ
ミリ装置は、待機状態の時に、交換機からＣＡＲ（情報受信端末起動信号）が到来するの
を、ＮＣＵ１０８内部のＣＩ／ＣＡＲ検出回路により監視している。ステップＳ５０１に
おいて、ＮＣＵ１０８内部のＣＩ／ＣＡＲ検出回路によりＣＡＲを検出すると、ステップ
Ｓ５０２へ進む。
【００３６】
ステップＳ５０２では、クロスポイントスイッチ１０９により通信回線９００とＦＡＸモ
デム１１０とを接続して直流ループを形成し（１次応答し）、ＦＡＸモデム１１０をＶ．
２３受信モードにし、到来するＶ．２３による発信者番号または理由コードをＦＡＸモデ
ム１１０で受信し、クロスポイントスイッチ１０９により通信回線９００とＦＡＸモデム
１１０との接続を解除し（直流ループを断ち）、ステップＳ５０３へ進む。
【００３７】
ステップＳ５０３では、上記ステップＳ５０２で受信した発信者番号または理由コードが
着信拒否対象であるか否かを判断する。着信拒否対象である場合はステップＳ５１２へ進
み、着信拒否対象でない場合はステップＳ５０４へ進む。ステップＳ５０４では、上記ス
テップＳ５０２で受信した発信者番号または理由コードが着信先指定対象であるか否かを
判断する。着信先指定対象である場合はステップＳ５０９へ進み、着信先指定対象でない
場合はステップＳ５０５へ進む。
【００３８】
ステップＳ５０５では、上記ステップＳ５０２で受信した発信者番号または理由コードを
ＲＡＭ１０３に記憶すると共に、オペレーションパネル１０６の表示部に表示し、ステッ
プＳ５０６へ進む。この表示は、ステップＳ５０８以降でオペレータが応答するまで、ま
たは本ファクシミリ装置が自動応答するまで続ける。
【００３９】
ステップＳ５０６では、通信回線９００から到来するＣＩ（呼出信号）を検出し、検出し
た場合はステップＳ５０７へ進む。
【００４０】
ステップＳ５０７では、親機及び子機の鳴動できる全てを鳴動し、オペレータコールとす
る。ステップＳ５０８では、本ファクシミリ装置の受信モードに応じて、通話、留守ＴＥ
Ｌ応答、ＦＡＸ受信等の処理を実行し、通信終了後は上記ステップＳ５０１へ戻る。ステ
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ップＳ５０９では、着信指定先に上記ステップＳ５０２で受信した発信者番号または理由
コードを表示し、着信指定先の親機または子機のみ回線捕捉可能とし、他の子機または親
機についてはオペレータの操作による回線捕捉を不可とする。
【００４１】
ステップＳ５１０では、ＣＩを検出し、検出した場合はステップＳ５１１へ進む。ステッ
プＳ５１１では、着信指定先の親機または子機のみ鳴動し、上記ステップＳ５０８へ進む
。ステップＳ５１２では、オペレーションパネル１０６の表示部に着信拒否の表示及び理
由を表示し、オペレータによる親機及び全ての子機による回線捕捉を不可とする。ステッ
プＳ５１３では、ＣＩを検出し、検出した場合はステップＳ５１４へ進む。ステップＳ５
１４では、回線を自動捕捉し、着信拒否ＯＧＭを送出し、回線を切断する。
【００４２】
図７～図９はハンドセット１１１または子機による通話中、または自動応答中におけるＣ
．Ｄ．（キャッチホンディスプレイ：第１の通信相手と通信中に第２の通信相手から着信
があった場合に通信回線側から発信者ＩＤ情報が通知される）処理を示すフローチャート
であり、本発明の特徴を最もよく表すものである。通話中または自動応答中には、通信回
線９００とＦＡＸモデム１１０との間を、ＮＣＵ１０８及びクロスポイントスイッチ１０
９を介して接続している。このように接続しておくことで、ＦＡＸモデムによりＤＴＭＦ
（Ｄual Tone Multi Frequency：２つの音声周波数の音を組み合わせてダイヤルする方式
）信号を検出することができる。
【００４３】
通話、通信中に、第３者より本ファクシミリ装置に対するキャッチ（着信）があると、交
換機より通信回線９００を通してＤＴＭＦ信号”Ｃ””Ｄ”が到来する。ステップＳ６０
２において、この”Ｃ””Ｄ”をＦＡＸモデム１１０が検出するとステップＳ６０３へ進
む。ステップＳ６０１では、通話または通信の終了を監視しており、終了を検出するとス
テップＳ６０９へ進む。
【００４４】
ステップＳ６０３では、通話用の接続、つまりハンドセット１１１または子機と通信回線
９００との間の接続を、クロスポイントスイッチ１０９により切断し、通信回線９００が
ＦＡＸモデム１１０とだけ接続している状態にし、ＦＡＸモデム１１０のモード設定をＶ
．２３受信モードに設定する。そして、交換機から到来する発信者番号または理由コード
をＶ．２３で受信し、通話用の接続、つまりハンドセット１１１または子機と通信回線９
００との間をクロスポイントスイッチ１０９により接続し、ＦＡＸモデム１１０を次のキ
ャッチに備えてＤＴＭＦ受信可能なモードに設定し、ステップＳ６０４へ進む。
【００４５】
ステップＳ６０４では、上記ステップＳ６０３で受信した発信者番号または理由コードが
着信拒否対象であるか否かを判断し、着信拒否対象である場合はステップＳ６０８へ進み
、着信拒否対象でない場合はステップＳ６０５へ進む。ステップＳ６０５では、上記ステ
ップＳ６０３で受信した発信者番号または理由コードが着信先指定対象であるか否かを判
断し、着信先指定対象である場合はステップＳ６０７へ進み、着信先指定対象でない場合
はステップＳ６０６へ進む。
【００４６】
ステップＳ６０６では、通話中の親機または子機に上記ステップＳ６０３で受信した発信
者番号または理由を表示し、更にキャッチキーを許可状態にし、着信拒否フラグと着信先
指定フラグを両方共ＯＦＦにし、上記ステップＳ６０１に戻る。ステップＳ６０７では、
通話中の親機または子機が着信指定先であった場合には、通話中の親機または子機に上記
ステップＳ６０３で受信した発信者番号または理由を表示してキャッチキーを許可状態に
し、通話中の親機または子機が着信指定先でなかった場合には、通話中の親機または子機
に着信指定先を表示してキャッチキーを禁止状態にし、更に着信拒否フラグをＯＦＦにし
、着信先指定フラグをＯＮにし、上記ステップＳ６０１に戻る。
【００４７】
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ステップＳ６０８では、通話中の親機または子機に着信拒否表示と拒否理由表示をし、更
にキャッチキーを禁止状態にし、着信拒否フラグをＯＮにし、着信先指定フラグをＯＦＦ
にし、上記ステップＳ６０１に戻る。ステップＳ６０９では、着信先指定フラグ、着信拒
否フラグを見て、どちらか一方でもＯＮになっていれば、上記ステップＳ６０１へ進み、
どちらもＯＦＦの場合は本ファクシミリ装置は待機状態に戻り、ステップＳ６１７へ進ん
で新たな着信を待つＮ．Ｄ．シーケンスに移行する。
【００４８】
ステップＳ６１０では、タイマをスタートさせ、このタイマが５秒経過したかどうかをス
テップＳ６１２で監視し、５秒経過するとステップＳ６１１～ステップＳ６１３の監視ル
ープを抜け、本ファクシミリ装置は待機状態に戻り、ステップＳ６１７へ進んで新たな着
信を待つＮ．Ｄ．シーケンスに移行する。
【００４９】
ステップＳ６１１では、通信回線９００から到来するＣＡＲを検出し、検出した場合は、
ステップＳ６１７へ進む。ステップＳ６１３では、通信回線９００から到来するＣＩを検
出し、検出した場合はステップＳ６１４へ進み、検出しなかった場合は上記ステップＳ６
１１へ戻り、監視を続ける。ステップＳ６１４では、着信拒否フラグがＯＮになっている
か否かを判断し、着信拒否フラグがＯＮの場合はステップＳ６１６へ進み、着信拒否フラ
グがＯＦＦの場合はステップＳ６１５へ進む。
【００５０】
ステップＳ６１５へは、直前の通話中に着信先指定のキャッチがあり、直前の通話が終了
してから５秒以内にＣＡＲの無いＣＩ着信があった場合にだけ進んでくる。通話中にキャ
ッチがあり、キャッチ相手が呼出を中断する前に通話を終了した場合に、ＣＡＲが無いＣ
Ｉ着信となるので、ステップＳ６１５に進んできたときの上記ステップＳ６１３で検出し
たＣＩは、着信先指定のキャッチ相手のものである。このため、ステップＳ６１５では直
前の通話中に受けたキャッチの着信指定先だけ鳴動させる。また、直前の通話中に受けた
キャッチの発信者番号または理由の表示も着信指定先に表示する。
【００５１】
ステップＳ６１６についても上記ステップＳ６１５と同じ理由により、上記ステップＳ６
１３で検出したＣＩは、直前の通話中で受けた着信拒否相手からのＣＩである。このため
、ステップＳ６１６では、上記図６のステップＳ５１２及びステップＳ５１４の処理と同
じ着信拒否処理を実行する。ステップＳ６１７では、本ファクシミリ装置は待機状態に戻
り、新たな着信を待つＮ．Ｄ．シーケンスに移行する。この時の動作は上記図５～図６で
説明した通りである。
【００５２】
以上、図７～図９で説明した処理により、通話中に着信拒否相手からのキャッチがあった
場合に、キャッチ相手の呼出中断前の通話終了による、ＣＩのみの着信に対する着信拒否
が可能となり、また、通話中に着信先指定相手からのキャッチがあった場合に、キャッチ
相手の呼出中断前の通話終了による、ＣＩのみの着信に対する着信先指定が可能となる。
ここで、ファクシミリ装置のＣＰＵ１０１の上記着信拒否機能は、オペレータによる回線
捕捉操作を受け付けないような処理、または回線を捕捉し、着信拒否の旨を通知し、回線
を開放する処理を実行する。
【００５３】
尚、本発明の実施の形態では、上記ステップＳ６１２において５秒のタイマを使用したが
、ステップＳ６１２の処理は、ステップＳ６１１～ステップＳ６１３のループをいつまで
も回らないようにする処理であり、この５秒のタイマ値は別の値でもよい。また、ＣＡＲ
を検出するとステップＳ６１１～ステップＳ６１３のループから抜けることを考えれば、
ステップＳ６１２の処理を省略しても、ほとんどの場合、支障はない。
【００５４】
図１０は電話帳へユーザが登録する場合の電話帳登録処理を示すフローチャートである。
先ず、ユーザが電話帳を登録しようとする場合、本体（ファクシミリ装置）のオペレーシ
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ョンパネル１０６において電話帳登録キーを押下すると、ステップＳ７０１で、電話帳の
登録動作に入る。ステップＳ７０２で、相手番号の登録操作となり、相手の名前をキー入
力する。この内容は上記図４に示した１宛先の内容４０１における相手番号の部分に保存
される。
【００５５】
次に、ステップＳ７０３において、相手の電話番号をキー入力する。この内容は上記図４
に示した１宛先の内容４０１における相手名称の部分に保存される。そして、次に、現在
登録している相手を音声認識でダイヤルを行おうとした場合のための音声データの登録を
、ステップＳ７０４において行う。ここでは、音声入力装置から入力する音声を登録する
方式の特定話者認識方式の音声認識方式を用いる。
【００５６】
これは、複数の入力音声に対応する音声データを、登録した複数の登録部の名称情報の一
つと関連付けて登録を行う音声データ登録手段と、ファクシミリ装置に接続或いは内蔵さ
れた複数の音声入力装置の中から一つの音声入力経路を選択することができる入力経路選
択スイッチと、ユーザが音声入力を行おうとする音声入力装置を検出する入力経路検出手
段と、入力経路検出手段の検出結果を鑑みて経路選択スイッチを切り替える手段とからな
る方式であり、公知の技術であるので詳細説明は割愛する。
【００５７】
入力データは、複数の音声入力データ管理を管理するための音声ダイヤルタグが割り振ら
れ、この番号は上記図４に示した１宛先の内容４０１における音声ダイヤルタグの部分に
保存される。
【００５８】
次に、ステップＳ７０５において、相手の色の選択を行う。色の選択に関しては、オペレ
ーションパネル１０６上のバックライトキーによって変更することができる。バックライ
トキーを押下することにより、ＬＣＤ照明ＬＥＤ３０５の３色のＬＥＤのＯＮ、ＯＦＦの
組み合わせを順に変化させることで、赤、青、緑、赤＋青、赤＋緑、青＋緑、赤＋青＋緑
、消灯（全てＯＦＦ）、の８種類の状態から選択することができる。これら選択された色
はバックライト色値として、上記図４に示した１宛先の内容４０１におけるバックライト
色の部分に保存される。
【００５９】
次に、続けて他の名前の登録を行う際には続けて登録するかどうかの選択入力画面で選択
を行う。続けて登録が選択された場合には、上記ステップＳ７０２に戻って次の名前の登
録を同様に行う。登録を続行しない場合は、ここで終了し、ファクシミリ装置の待機状態
へ遷移する。
【００６０】
この登録フローの相手番号の登録操作に相当するステップＳ７０２から、色の選択操作に
相当するステップＳ７０５が確定するまでの間の状態に相当するステップ７９９において
は、どのタイミングでも、オペレーションパネル１０６上のバックライトキーを押下する
ことで、ＬＣＤ照明ＬＥＤ３０５の色の状態を変化させバックライト色を変更することが
できる。
【００６１】
これにより、相手番号登録や相手名称登録、あるいは音声ダイヤルの登録を行っている間
にもバックライト色の選択が可能となるので、操作上の順序依存がなく、ステップＳ７９
９の範囲の中の任意の部分でバックライト色の設定を行うことができる。このため、特に
ステップＳ７０５の操作ステップを省略しても、相手に関連付けるバックライト色の設定
が可能となり、操作ステップの単純化を実現することも可能となる。
【００６２】
以上説明したように、本発明の実施の形態に係るファクシミリ装置によれば、第１の通信
相手との通信中に第２の通信相手からの着信があり、発信者ＩＤ情報を受信すると共に、
着信拒否対象であると判定した場合は、第１の通信相手との通信終了後に、ＣＡＲを検出
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するより先にＣＩを検出したときは、着信拒否動作を実行するため、第１の通信相手との
通信中に着信拒否相手から着信があり、第１の通信相手との通信が終了するまで着信拒否
相手が呼出を継続していた場合に、発信者ＩＤ情報の通知なしに着信拒否相手からの呼出
信号が到来しても、着信拒否相手に対して着信拒否動作をすることができるようになると
いう効果を奏する。
【００６３】
また、第１の通信相手との通信中に第２の通信相手からの着信があり、発信者ＩＤ情報を
受信すると共に、着信拒否対象であると判定した場合は、第１の通信相手との通信終了時
点で時間計測を開始し、計測時間が一定の時間を経過する前に、ＣＡＲを検出するより先
にＣＩを検出したときは、着信拒否動作を実行するため、第１の通信相手との通信中に着
信拒否相手から着信があり、第１の通信相手との通信が終了するまで着信拒否相手が呼出
を継続していた場合に、発信者ＩＤ情報の通知なしに着信拒否相手からの呼出信号が到来
しても、着信拒否相手に対して着信拒否動作をすることができるようになり、且つ、着信
拒否相手以外の通信相手に対して間違って着信拒否をする不具合を排除することができる
という効果を奏する。
【００６４】
また、第１の通信相手との通信中に第１の通信相手以外の通信相手からの着信が複数回あ
り、複数回の着信の最後の着信時に発信者ＩＤ情報を受信すると共に、着信拒否対象であ
ると判定した場合は、第１の通信相手との通信終了後に、ＣＡＲを検出するより先にＣＩ
を検出したときは、着信拒否動作を実行し、着信拒否対象でないと判定した場合は、第１
の通信相手との通信終了後に、ＣＡＲを検出するより先にＣＩを検出しても、着信拒否動
作を実行しないため、複数回のキャッチがあり、着信拒否相手からのキャッチが最後であ
った場合は、通信終了後、ＣＡＲより先にＣＩを検出すると着信拒否動作を実行し、最後
のキャッチが着信拒否相手でなかった場合は、それ以前に着信拒否相手からのキャッチが
あっても、通信終了後、ＣＡＲより先にＣＩを検出しても着信拒否動作を実行しないよう
にすることができるという効果を奏する。
【００６５】
［他の実施の形態］
上述した本発明の実施の形態においては、ファクシミリ装置の場合を例に上げたが、本発
明は、ファクシミリ装置の他に、通常の電話機、ファクシミリ機能やプリンタ機能を備え
た複合機、ファクシミリ装置とコンピュータ等を接続したシステムにも適用することが可
能である。
【００６６】
尚、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても、１つの機器からなる装
置に適用してもよい。上述した実施形態の機能を実現するソフトウエアのプログラムコー
ドを記憶した記憶媒体をシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピ
ュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実
行することによっても、達成されることは言うまでもない。
【００６７】
この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が上述した実施形態の機能を
実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成すること
になる。プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フロッピーディ
スク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気テ
ープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭなどを用いることができる。
【００６８】
また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上述した実施
形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュー
タ上で稼動しているＯＳなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって上
述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【００６９】
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更に、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡
張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後
、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わ
るＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって上述した実施形態
の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【００７０】
図１２は本発明の着信拒否動作制御方法を実行するプログラム及び関連データが記憶媒体
から装置に供給される概念例を示す説明図である。本発明の着信拒否動作制御方法を実行
するプログラム及び関連データは、フロッピーディスクやCＤ．－ROM等の記憶媒体１２０
１をコンピュータ等の装置１２０２に装備された記憶媒体ドライブの挿入口１２０３に挿
入することで供給される。その後、本発明の着信拒否動作制御方法を実行するプログラム
及び関連データを記憶媒体１２０３から一旦ハードディスクにインストールしハードディ
スクからＲＡＭにロードするか、或いはハードディスクにインストールせずに直接ＲＡＭ
にロードすることで、当該プログラム及び関連データを実行することが可能となる。
【００７１】
この場合、本発明の実施の形態に係るファクシミリ装置において本発明の着信拒否動作制
御方法を実行するプログラムを実行する場合は、例えば上記図１２を参照して説明したよ
うな手順でファクシミリ装置に当該プログラム及び関連データを供給するか、或いはファ
クシミリ装置に予め当該プログラム及び関連データを格納しておくことで、プログラム実
行が可能となる。
【００７２】
図１１は本発明の着信拒否動作制御方法を実行するプログラム及び関連データを記憶した
記憶媒体の記憶内容の構成例を示す説明図である。記憶媒体は、例えばボリューム情報１
１０１、ディレクトリ情報１１０２、プログラム実行ファイル１１０３、プログラム関連
データファイル１１０４等の記憶内容で構成される。本発明の着信拒否動作制御方法を実
行するプログラムは、上述した図７～図９のフローチャートに基づきプログラムコード化
されたものである。
【００７３】
　以上説明したように、上記説明によれば、第１の通信相手との通信中に第２の通信相手
からの着信があり、発信者ＩＤ情報を受信すると共に、着信拒否判定手段により着信拒否
対象であると判定した場合は、第１の通信相手との通信終了後に、情報受信端末起動信号
を検出するより先に呼出信号を検出したときは、着信拒否手段により着信拒否動作を実行
するため、下記の効果を奏する。
【００７４】
　第１の通信相手との通信中に着信拒否相手から着信があり、第１の通信相手との通信が
終了するまで着信拒否相手が呼出を継続していた場合に、発信者ＩＤ情報の通知なしに着
信拒否相手からの呼出信号が到来しても、着信拒否相手に対して着信拒否動作をすること
ができるようになる。即ち、着信拒否相手からのキャッチがあった場合に、情報受信端末
起動信号より先に呼出信号を検出すると着信拒否動作を実行することができる。
【００７５】
　また、第１の通信相手との通信中に第２の通信相手からの着信があり、発信者ＩＤ情報
を受信すると共に、着信拒否判定手段により着信拒否対象であると判定した場合は、第１
の通信相手との通信終了時点で計時手段により時間計測を開始し、計時手段による計測時
間が一定の時間を経過する前に、情報受信端末起動信号を検出するより先に呼出信号を検
出したときは、着信拒否手段により着信拒否動作を実行するため、下記の効果を奏する。
【００７６】
　第１の通信相手との通信中に着信拒否相手から着信があり、第１の通信相手との通信が
終了するまで着信拒否相手が呼出を継続していた場合に、発信者ＩＤ情報の通知なしに着
信拒否相手からの呼出信号が到来しても、着信拒否相手に対して着信拒否動作をすること
ができるようになり、且つ、着信拒否相手以外の通信相手に対して間違って着信拒否をす
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る不具合を排除することができる。即ち、着信拒否相手からのキャッチがあった場合に、
通信終了後、一定の時間の間に情報受信端末起動信号より先に呼出信号を検出すると着信
拒否動作を実行することができる。
【００７７】
　また、第１の通信相手との通信中に第１の通信相手以外の通信相手からの着信が複数回
あり、複数回の着信の最後の着信時に発信者ＩＤ情報を受信すると共に、着信拒否判定手
段により着信拒否対象であると判定した場合は、第１の通信相手との通信終了後に、情報
受信端末起動信号を検出するより先に呼出信号を検出したときは、着信拒否手段により着
信拒否動作を実行し、着信拒否判定手段により着信拒否対象でないと判定した場合は、第
１の通信相手との通信終了後に、情報受信端末起動信号を検出するより先に呼出信号を検
出しても、着信拒否手段により着信拒否動作を実行しないため、下記の効果を奏する。
【００７８】
　複数回のキャッチがあり、着信拒否相手からのキャッチが最後であった場合は、通信終
了後、情報受信端末起動信号より先に呼出信号を検出すると着信拒否動作を実行し、最後
のキャッチが着信拒否相手でなかった場合は、それ以前に着信拒否相手からのキャッチが
あっても、通信終了後、情報受信端末起動信号より先に呼出信号を検出しても着信拒否動
作を実行しないようにすることができる。
【００７９】
【発明の効果】
　以上のように本発明によれば、第１の通信相手との通信中に着信拒否相手から着信があ
り、第１の通信相手との通信が終了するまで前記着信拒否相手が呼出を継続していた場合
に、第１の通信相手との通信終了後に発信者ＩＤ情報の通知なしに前記着信拒否相手から
の呼出信号が到来しても、オペレータの応答操作を受け付けないようにするので、着信拒
否相手からの着信に応答してしまうことを防止でき、着信拒否相手に対して着信拒否動作
を実行することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係るファクシミリ装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態に係るハンドスキャナの構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態に係るファクシミリ装置のオペレーションパネルの構成を示
すブロック図である。
【図４】本発明の実施の形態に係るファクシミリ装置における電話帳メモリのデータ構造
を示す説明図である。
【図５】本発明の実施の形態に係るファクシミリ装置におけるＮ．Ｄ．処理を示すフロー
チャートである。
【図６】本発明の実施の形態に係るファクシミリ装置におけるＮ．Ｄ．処理を示すフロー
チャートである。
【図７】本発明の実施の形態に係るファクシミリ装置におけるＣ．Ｄ．処理を示すフロー
チャートである。
【図８】本発明の実施の形態に係るファクシミリ装置におけるＣ．Ｄ．処理を示すフロー
チャートである。
【図９】本発明の実施の形態に係るファクシミリ装置におけるＣ．Ｄ．処理を示すフロー
チャートである。
【図１０】本発明の実施の形態に係るファクシミリ装置における電話帳登録処理を示すフ
ローチャートである。
【図１１】本発明のプログラム及び関連データを記憶した記憶媒体の記憶内容の構成例を
示す説明図である。
【図１２】本発明のプログラム及び関連データが記憶媒体から装置に供給される概念例を
示す説明図である。
【符号の説明】
１００　ファクシミリ装置
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１０１　ＣＰＵ
１０８　ＮＣＵ
１０９　クロスポイントスイッチ
１１０　ＦＡＸモデム
９００　通信回線

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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